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【病院局管理規程】

番 号 表 題 担当課名

１２※ 徳島県病院局職員給与規程の一部を改正す

る規程

【教育委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

１１※ 徳島県立学校規則の一部を改正する規則

【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を

改正する規則

※ 徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関す

る条例附則第七項及び第八項の規定による

感染危険手当に関する規則



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
二
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
感
染
症
防
疫
等
作
業
手
当

の
特
例
）

５

職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定

め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係

る
業
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
は
、
感
染
症
防
疫
等
作
業
手
当
を
支
給
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
に

お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
に
接
し
て
行
う
診
療
、
看

護
等
若
し
く
は
入
院
の
た
め
の
移
送
の
業
務
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染

さ
れ
、
若
し
く
は
汚
染
さ
れ
た
疑
い
の
あ
る
物
件
の
処
理
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す
る
と
管
理
者
が
認
め
る
業
務

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
感
染
症
防
疫
等
作
業
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ

き
三
千
円
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
の
身
体
に
接
触
し

て
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
長
時
間
に
わ
た
り
接
し
て
行
う
業
務
そ
の
他
管
理
者
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め

る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
千
円
）
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
（
以
下
「
改
正
後
の
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
二

年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務
に
該
当
す
る
業
務
に
従
事
し
た

と
き
に
改
正
前
の
徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
感
染
症
防
疫
等
作

業
手
当
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
感
染
症
防
疫
等
作
業
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

徳
島
県
立
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
立
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
立
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
条
の
四
を
第
九
条
の
五
と
す
る
。

第
九
条
の
三
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
の
四

と
す
る
。

第
九
条
の
二
を
第
九
条
の
三
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
夜
間
中
学
の
教
育
課
程
）

第
九
条
の
二

夜
間
に
お
い
て
教
育
を
行
う
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
高
等
学
校
」
を
「
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
及
び
高
等
学
校
」
に
改
め
る

。
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
中
「
入
学
で
き
る
」
を
「
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
小

学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

若
し
く
は
中
学
部
に
お
け
る
教
育
が
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
者
又
は
不
登
校
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ

り
、
義
務
教
育
の
段
階
に
お
け
る
普
通
教
育
に
相
当
す
る
教
育
を
十
分
に
受
け
て
い
な
い
ま
ま
中
学
校

、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
を

卒
業
し
た
者
の
う
ち
再
度
中
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
校
長
が
認
め
る
者
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
見
出
し
中
「
選
抜
」
を
「
選
抜
等
」
に
改
め
、
同
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、

同
条
第
七
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
、

第
二
項
」
を
「
、
第
三
項
」
に
、
「
第
九
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し

、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を

第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
の
入
学
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
学
許
可
申
請
書
そ
の
他

必
要
な
書
類
及
び
面
接
の
結
果
を
資
料
と
し
て
行
う
入
学
者
の
審
査
に
基
づ
い
て
、
校
長
が
、
こ
れ
を

許
可
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
中
「
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
高
等
学
校
」
を
「
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
の
生
徒
（
学
齢
を
経
過
し
た

者
に
限
る
。
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
（
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
を
除
く
。
）
」
を
、
「
二
年
以

内
に
」
の
下
に
「
（
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
に
あ
つ
て
は
、
校
長
が
認
め
る
期
間
内
に
）
」
を
加
え

る
。



第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
高
等
学
校
」
を
「
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
の
生
徒
又
は
高
等
学
校
」
に

、
「
後
期
課
程
又
は
」
を
「
後
期
課
程
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
中
「
第
九
条
の
二
」
を
「
第
九
条
の
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
中
「
第
九
条
の
三
」
を
「
第
九
条
の
四
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年

徳
島
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則
の
一
部
改
正
）

２

徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。



特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
趣
旨
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
こ
と
を
目
的
」
を
「
も
の
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
感
染
症
）
」
を
付
す
る
。

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
家
畜
伝
染

病
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
ブ
ル
セ
ラ
病
」
を
「
ブ
ル
セ
ラ
症
」
に
改
め
る
。

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
二
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
家
畜

伝
染
病
）
」
を
付
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
第
九
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
在
外
公
館
及
び
割

合
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
も
の
」
を
「
在
外
公
館
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
第
六
条
第
二
項
第
十
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
）

」
を
付
し
、
同
条
中
「
も
の
」
を
「
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
第
六
条
第
二
項
第
四
号
の
三
の
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
）
」

を
付
し
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
有
害
物
）

」
を
付
し
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
三
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
）

第
五
条

条
例
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
三
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
豚
熱
の
ま
ん
延
を

防
止
す
る
た
め
に
行
う
野
生
い
の
し
し
の
死
体
の
運
搬
、
焼
却
若
し
く
は
埋
却
又
は
野
生
い
の
し
し
の

捕
獲
現
場
等
の
消
毒
の
業
務
と
す
る
。

附
則
第
一
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
す
る
。

附
則
第
二
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
附
則
第
五
項
の
作
業
に
従
事
し
た
時
間
）
」
を
付
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
条
例
附
則
第
八
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
）

３

条
例
附
則
第
八
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
に

お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
に
接
し
て
行
う
診
療
、
看

護
若
し
く
は
入
院
の
た
め
の
移
送
の
業
務
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ

れ
、
若
し
く
は
汚
染
さ
れ
た
疑
い
の
あ
る
物
件
の
処
理
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務

別
記
様
式
中
「
（第

１
０
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
１
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
感

染
危
険
手
当
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
七

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
感
染
危
険
手
当
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島

県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
感
染
危

険
手
当
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
等
）

第
二
条

条
例
附
則
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
等
は
、
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
手
当
の
支
給
の
対
象
と
な
る
業
務
等
並
び
に
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
た
区
域
内
に
お
け
る
消
毒
等
の
作
業
と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
当
）

第
三
条

条
例
附
則
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
当
は
、
条
例
第
二
条
第
十
号
、
第
十
一
号

及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
手
当
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
三
項
の

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
殊
勤
務
手
当
）

３

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
徳

島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
殊
勤
務
手
当
は
、
条
例
第
二

条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
手
当
と
す
る
。


